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戦
争
の
で
き
る
国
へ
の
準
備
が
す
す
ん
で
い
ま
す

き
ょ
う
、
２
０
１
４
年
５
月
３
日
は
、
日
本
が
戦
争
の
で
き
る
国

に
な
る
前
の
最
後
の
憲
法
記
念
日
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
集
団
的
自
衛
権
」
の
名
の
下
に
、
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ
軍
と
肩

を
な
ら
べ
て
戦
争
に
加
わ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
私

た
ち
に
何
が
で
き
る
か
。
今
、
そ
の
《
未
来
へ
の
責
任
》
が
私
た
ち

に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
、
多
く
の
市
民
や
法
律
家
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
強
い
反

対
を
無
視
し
て
特
定
秘
密
保
護
法
が
成
立
し
、
さ
ら
に
国
家
安
全
保

障
会
議
設
置
を
始
め
と
し
た
戦
時
体
制
を
思
わ
せ
る
一
連
の
法
整
備

が
矢
継
ぎ
早
に
進
み
、
４
月
１
日
に
は
武
器
輸
出
三
原
則
の
緩
和
が

閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
解
釈

で
さ
え
違
憲
と
さ
れ
て
き
た
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
が
閣
議
で

の
解
釈
変
更
だ
け
で
容
認
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
時
々
の
内
閣
が
都
合
の
よ
い
よ
う
に
憲
法
解
釈
を
変
え
る
の

は
、《
政
府
や
国
会
が
憲
法
に
制
約
さ
れ
る
》
と
い
う
立
憲
主
義
に

反
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
務
大
臣
や
国
会
議
員
に
課
せ
ら
れ
た
憲
法

尊
重
擁
護
義
務
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
す
。

「
集
団
的
自
衛
権
」
は
戦
争
の
口
実
で
す

「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
と
歴
代
政
権
に
よ
っ

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
衛
隊
が
、
海
外
で
公
然
と
武
力
行
使
を
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
か
ど
う
か
、
大
き
な
分
岐
点
に
私
た
ち

は
立
っ
て
い
ま
す
。

安
倍
首
相
は
、「
日
本
近
海
の
公
海
上
に
お
い
て
、
ミ
サ
イ
ル
防

衛
の
た
め
警
戒
に
あ
た
る
米
国
の
イ
ー
ジ
ス
艦
が
攻
撃
を
受
け
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
非
現
実
的
な
想
定
を
持
ち
出
し
、
集
団
的

自
衛
権
行
使
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
集
団
的
自
衛

権
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
攻
撃
の
際
に
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
参
戦
の
理
由
に
使
っ
た
よ
う
な
軍
事
介
入
の
口
実

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

軍
事
力
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
、
戦
争
を
可
能
に
す
る
重
大
な

一
歩
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
を
次
第
に
む
し
ば
み
個
人
よ
り
国
家
を

優
先
す
る
社
会
へ
の
道
で
す
。

軍
拡
よ
り
原
発
被
災
者
の
生
存
権
保
障
を

国
家
の
武
力
行
使
が
人
び
と
に
ど
の
よ
う
な
惨
禍
を
も
た
ら
す
か
、

私
た
ち
は
69
年
前
に
終
わ
っ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
で
経
験
し
ま
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空
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運
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機
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ま
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新
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水
陸
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を
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な
ど
も
打
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て
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ま
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し
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事
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抗
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と
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自
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を
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と
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し
ょ
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一
方
原
発
事
故
に
よ
っ
て
福
島
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は
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大
な
土
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が
汚
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さ
れ
、
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を
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人
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て
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縮
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は
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衛
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憲
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を
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と
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。
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れ
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１
４
年
５
月
３
日
「
朝
日
新
聞
」
全
国
版
と
「
東
京
新
聞
」
の

各
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
第
13
期
市
民
意
見
広
告
の
主
文
で
す
）
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